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東京都水道局と災害時における協力協定を締結
　三多摩管工事協同組合（松田英行理事長）と東京都水道局は５月2４日、「災害時における水道施設等
の応急措置の協力に関する協定」及び「実施細目」を締結した。
　組合は平成16年４月に給水装置の応急措置の協力
に関して協定を締結しているが、かねてより配水管を
含めた協定の締結を希望しており、この度従来の協定
の内容を発展的に拡大し、実現の運びとなった。
　新たな協定では、水道施設等の応急措置とは、給水
装置及び配水管の復旧並びに仮設給水栓の設置に関わ
る業務としている。また、震災時として地震時の災害
に限定していたものを、災害時として、風水害等災害
全般を対象としている。
　協定締結式は新宿区西新宿の都庁会議室において行
われ、同局から増子局長他幹部が、組合からは松田理
事長をはじめとする組合執行部が出席した。 協定書を取り交わした増子水道局長（左）と松田理事長


